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規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
五
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
情
報
通
信
技
術
利

用
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
行
政
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
」
に
、
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
特
別
法
人
事
業
税
又
は
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
行
政
推
進
法
」
に
改
め

る
。第

二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
行
政
推

進
法
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
六
中
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
表
第
十
三
号
様
式
の
項
及
び
第
四
十
九
号
の
二
様
式
の
項
中
「
法
人
の
事
業
税
」
の

下
に
「
・
特
別
法
人
事
業
税
」
を
加
え
、
同
表
第
六
十
七
号
様
式
の
項
中
「
事
業
税
」
の
下
に
「
・

特
別
法
人
事
業
税
」
を
加
え
る
。

県
民

「

県
民

法
人

「法
人

事
業

第
十
三
号
様
式
中

を

に
改
め
、
「
法
人
の
事
業
税

」

事
業

・
特

別
法

人
事

業

」

地
方
法

人
特

別

」

地
方

法
人

特
別

地
方

法
人
特

別
税

額
特

別
法

人
事
業

税
額

の
下
に
「
特
別
法
人
事
業
税
又
は
」
を
加
え
、
「

」
を
「

又
は

地
方
法

人
特

別
税

額
及

び
特

別
法

人
事

業
税

又

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

は

・
事

業
税

・
特
別

法
人

事
業

税
法
人

の
事

業

第
四
十
九
号
の
二
様
式
中
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「
法
人
の
事
業
税
」
の
下
に
「
・
特
別
法
人
事
業

税
・

特
別
法

人
事

業
税

又
は

税
」
を
加
え
る
。

地
方

税
法

第
五
十
七
号
様
式
裏
、
第
五
十
七
号
の
二
様
式
裏
及
び
第
五
十
七
号
の
三
様
式
裏
中
「

又
は

特
別
法

人
事

業
税
及

び
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

に
関
す

る
法

律
若

し
く

は
廃

止
前

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

の

第
五
十
七
号
の
五
様
式
注
１
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加

法
人

の
事

業
税

特
別

法
人

事
業

税
又

は
、

え
る
。

第
六
十
四
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、

第
４

８
条

第
２

項
本

文
第

７
３

９
条

の
５

第
２

項
本

文

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
４

８
条
第

１
項

第
７

３
９

条
の

５
第

１
項

第
六
十
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
４

８
条
第

７
項

第
７

３
９

条
の

５
第

７
項

第
六
十
七
号
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第６７号様式（規格Ａ４） 表

法人の県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・更正・決定
通知兼納付告知書

法人の事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に係る加算金額決定

（県税条例第46条及び第56条第１項の規定による通知書及び地方税法第13条第１項の規定による通知書）

（所在地） 年 月 日
（法人名）
（県法人番号）

様
群馬県 事務所長 印

第 条 第 項
第 条 第 項地方税法 の規定により、次のとおり更正・決定・加算金額決定しましたから通知します。第 条 第 項
第 条 第 項

なお、不足税額等は、指定納期限までに同封の納付書によつて納めてください。

事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで 施 行 （ 処 理 ） 年 月 日

処 理 区 分 処 理 区 分
税

県 （確 定 年 月 日） 務申 告 年 月 日 所 得 金 額 円税 （修 正 年 月 日） 官
等 署
の （県民税 年 月 日） の期 限 延 長 法 人 税 額 円処 （事業税・特別税 年 月 日） 処
理 理
内 内 増 重 加 対 象 所 得 円
訳 更 正 ・ 決 定 訳 加

所 過 少 対 象 所 得 円
等 の 理 由 得

正 当 増 差 所 得 円

事 業 税 ・ 特 別 法 人 事 業 税 ・ 地 方 法 人 特 別 税 県 民 税

摘 要 課 税 標 準 税 額 摘 要 金 額税率（％）

所 得 金 額 29 円 更正・ 課 税 標 準 の 総 額 １ 円○ ○
付 加 価 値 額 30 決定の 本 課 税 標 準 ２○ ○

総 額 県
資 本 金 等 の 額 31 金額 分 税 額 ２ × ％ ３○ ○ ○

法
収 入 金 額 32 道府県民税の特定寄附金税額控除額 ４○ ○

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額
年 万円以下 33 円 ５○ ○又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額所

人
年 万円超 万円以下 34 外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額 ６更 得 ○ ○
年 万円超 35 仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 ７正 本 金 ○ ○
計 （ 33 ＋ 34 ＋ 35 ） 36 利 子 割 額 の 控 除 額 （ 24 ） ８・ 額 税○ ○ ○ ○ ○ ○

県
軽減税率不適用法人 37 差引額（ ３ － ４ － ５ － ６ －７ －８ ）９決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

付 加 価 値 額 38 既 に 納 付 の 確 定 し た 税 額 10定 分 ○ ○
割

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法の 資 本 金 等 の 額 39○ 人 税 割 額 の 控 除 額 11○
金

収 入 金 額 40 清 算 所 得 等 の 額 12○ ○
額 額

合 計 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が 過 大

（ 36 又 は 37 ＋ 38 ＋ 39 ＋ 40 ） 41 で あ る 場 合 の 納 付 額 （ 27 ） 13○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平 成 ２ ７ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 又 は 差 引 法 人 税 割 額
平 成 ２ ８ 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額 42 （ ９ － 10 － 11 － 12 ＋ 13 ） 14○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額 43 算 定 期 間 中 に お い て 事 務 月○

所等を有していた月数 15○
均

15 円○
仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 等 44 円× 16○ ○等

12
割

既 に 納 付 の 確 定 し た 額 45 既 に 納 付 の 確 定 し た 額 17○ ○
額

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 46 差 引 均 等 割 額 （ 16 － 17 ） 18○ ○ ○ ○事 業 税 額 の 控 除 額 等

差 引 事 業 税 額 合 計 （ 14 ＋ 18 ） 19○ ○ ○（ 41 － 42 － 43 － 44 － 45 － 46 ） 47○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 の
の 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 等 48 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 20○ ○

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 更 正 に再 差 引 事 業 税 額 49○ 伴う繰越控除額 21○
更正 特別法人事業税

本 又は の課税標準 50 差 引 県 民 税 22○ ○
・決 地方法人特別税

県
定の 利 子 割 額 23○分 税額 50 × ％ 51○ ○
金額

利
仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 52 控 除 し た 額 24○ ○

子
控 除 し き れ な か つ た 額既 に 納 付 の 確 定 し た 額 53○ （ 23 － 24 ） 25割 ○ ○ ○

計租税条約の実施に係る特別法人事業税額 既 に 還 付 を 請 求 し た 額 26○又 は 地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額 等 54○
算

差引特別法人事業税額又は差引地方法人特別税額 既 還 付 請 求 利 子 割 額 が
（ 51 － 52 － 53 － 54 ） 55 過大である場合の納付額（ 26 － 25 ） 27○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○欄

仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告 差 引 控 除 不 足 額 （ 25 － 26 ） 28○ ○ ○の 更 正 に 伴 う 繰 越 控 除 額 等 56○
再 差 引 特 別 法 人 事 業 税 額

又は 57○
再 差 引 地 方 法 人 特 別 税 額

合 計 事 業 税 ・ 特 別 法 人 事 業 税 ・
地 方 法 人 特 別 税 （ 49 ＋ 57 ） 58○ ○ ○

納付すべき加算金額

過少申告加算金 対象税額 率（％） 加算金 不申告加算金 対象税額 率（％） 加算金

（通常分） 円 円 （通常分） 円 円

（加重分） （加重分）

（小 計） 59 （小 計） 60○ ○
重加算金 61○

事 業 税 ・ 総 数 (１) (２) 総 数
分 割 基 準 特 別 法 人 県 民 税

事 業 税 ・ 本 県 分 (１) (２) 本 県 分
地 方 法 人
特 別 税

事 業 税 ・ 税 額 円 税 額 円延 滞 金 の 特 別 法 人
事 業 税 県 民 税控 除 期 間 地 方 法 人 期 間 年 月 日 期 間 年 月 日
特 別 税 年 月 日 年 月 日

指定納期限 合計（ 22 － 28 ＋ 58 ＋ 59 ＋ 60 ＋ 61 )○ ○ ○ ○ ○ ○
群馬県指定金融機関（群馬銀行）・群馬県指定代理金融機関・群馬県収納代理金融機関・郵便局（群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川納付場所 県及び山梨県の各県内並びに東京都内の郵便局）・行政県税事務所
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第
六
十
七
号
様
式
裏
備
考
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

及
び

特
別

法
人
事

業
税

額
又

は

第
七
十
一
号
様
式
か
ら
第
七
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第７１号様式（規格Ａ４）

申告書の提出期限の延長の承認通知書（法人用）

年 月 日

群馬県 事務所長 印

年 月 日付けで

第２項（同法第７２条の２５第６項及び第７２条の２８第２項において準用す
第３項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）

地方税法第７２条の２５
第４項（同法第７２条の２５第７項及び第７２条の２８第２項において準用す
第５項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第９条
廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第１１条

る場合を含む｡）

る場合を含む｡）
の規定により申請のあつた 年 月 日から 年 月 日までの事

の
業年度分 事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税申告書の提出期限については、申請どおり承

から

認したので通知します。

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報
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第７２号様式（規格Ａ４）

申告書の提出期限の延長申請却下通知書

年 月 日

様

群馬県 事務所長 印

年 月 日付けで

第２項（同法第７２条の２５第６項及び第７２条の２８第２項において準用す
第３項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）

地方税法第７２条の２５
第４項（同法第７２条の２５第７項及び第７２条の２８第２項において準用す
第５項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第９条
廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第１１条

る場合を含む｡）

る場合を含む｡）
の規定により申請のあつた 年 月 日から 年 月 日までの事

業年度分の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告書の提出期限については、

第２４条の３第２項
第２４条の４第５項

地方税法施行令 の規定により却下したので通知します。
第２４条の４の２
第２４条の４の３第２項

（却下の理由）

注 この通知に係る処分について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以

内に、知事に対し書面をもつて審査請求をすることができます。審査請求書（正副２通）は、なるべく当

事務所を経由して提出してください。

上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して

６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。）、処

分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、

審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

① 審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき。

② 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報
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第７３号様式（規格Ａ４）

法人の県民税・事業税に係る申告書の提出期限の延長の承認等の通知書

年 月 日

都道府県知事 様

群馬県 事務所長 印

第２４条の３第６項

第２４条の４第６項
地方税法第５３条第４２項及び地方税法施行令 の規定により次のとおり通知します。

第２４条の４の２

第２４条の４の３第３項

所 在 地 及 び 〒

電 話 番 号 （ 局 番）

（ ふ り が な ）

法 人 名

法 人 番 号

（ ふ り が な ）

代 表 者

経 理 責 任 者

資 本 金 の 額
円

又 は 出 資 金 の 額

事業年度分 法人税の確定申告書法
年 月 日から 年 月 日までの から の提出

連結事業年度分 法人税の連結確定申告書人
下記のとおり延長の処分がありました。税
下記のとおり指定に係る月数が変更されました。に

期限の延長については、その延長の処分が取り消されました。係
その適用を受けることをやめました。る
下記のとおり延長の処分を受けている連結親法人と連結して法人税を納める承認があつ処
たものとみなされました。分

記等
（確定申告書・連結確定申告書の提出期限の延長期間） 月間の
（変更後の指定に係る月数） 月間届

出

事
年 月 日から 年 月 日までの事業年度分の事業税及び特別法人事業税又は地方法業

税
人特別税の申告書の提出期限の延長については、・

特
第２項（同法第７２条の２５第６項及び第７２条の２８第２項において準用する場合を別

法
第３項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）人

地方税法第７２条の２５事
第４項（同法第７２条の２５第７項及び第７２条の２８第２項において準用する場合を業

税
第５項（同法第７２条の２８第２項において準用する場合を含む。）又

は
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第９条地

方
廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第１１条法

人
下記のとおり指定に係る月数を変更しました。特

別
その延長の処分を取り消しました。税

に
その適用を受けることをとりやめる旨の届出がありました。係

る
承

含む。）認
等

含む。）
の規定により下記のとおり承認しました。

記

（承認をした提出期限） 月間

（変更後の指定に係る月数） 月間

連 結 親 法 人 の 〒

所在地及び電話番号 （ 局 番）

（ ふ り が な ）

連結親法人の名称

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報
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「

事
業

税
額

計

第
七
十
六
号
の
二
の
六
様
式
及
び
第
七
十
六
号
の
二
の
七
様
式
中

地
方

法
人

特
別

税

」

「

事
業

税
額

計

を

に
改
め
る
。

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

」

地
方

法
人

特
別

税
特

別
法

人
事

業
税

又
は

地
方

法
人

特

第
七
十
六
号
の
二
の
八
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

別
税

「

事
業

税
額

計

第
七
十
六
号
の
二
の
九
様
式
及
び
第
七
十
六
号
の
二
の
十
様
式
中

地
方

法
人

特
別

税

」

「

事
業

税
額

計

を

に
改
め
る
。

特
別

法
人

事
業

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

」

車
両

番
号

自
動

車
検
査

証
の

写
し

又
は

軽
自

動
車
届

第
百
十
号
様
式
中
「
（

）
」
を
削
り
、
「、

」
を
「

」
に
改
め
る
。

出
済

証
の

写
し

又
は

自
動

車
検

査
証

の
写

し

自
動

車
検

査
証

の
写

し
又
は

軽
自

動
車
届

出
済

証
の

写
し

又
は

第
百
十
二
号
様
式
中
「

」
を
「

、

自
動
車

検
査

証
の

写
し

身
体

障
害

者
等

の
た
め

に
身
体

障
害

者
等

と
生

計
を

一
に

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

す
る
者

又
は

身
体

障
害

者
等

の
た

め
に

自
動
車

検
査

証
の

写
し
又

は
軽

自
動

車
届

出
済

証
の

写
し

又
は

第
百
十
三
号
様
式
中
「

」
を
「

、

自
動
車

検
査

証
の

写
し

精
神

障
害

者
の

た
め
に

精
神

障
害

者
と

生
計

を
一

に
す

る

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

者
又
は

精
神

障
害
者

の
た

め
に

車
両

番
号

自
動
車

検
査

証
の

写
し

又
は

軽
自

第
百
十
三
号
の
二
様
式
中
「
（

）
」
を
削
り
、
「、

」
を
「

」
に
改
め
る
。

動
車

届
出

済
証

の
写

し
又
は

自
動

車
検

査
証
の

写
し

第
百
十
三
号
の
三
様
式
中
「
（

）
」
を
削
る
。

車
両

番
号

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規
定
（
「
第
百
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七

条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
十

一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者

の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
十
六
号
）
の
施
行
の
日

二

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
九
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
六
十
四
号
様
式
及
び
第

六
十
六
号
様
式
の
改
正
規
定

令
和
六
年
一
月
一
日

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
、

又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
通
知
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
、
又
は

提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
百
二
十
八
条
の
自
動
車
取
得
税
」
を
「
第
百
六
十
七
条
の
環
境
性

能
割
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
六
十
二
条
の
自
動
車
税
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
七
の

種
別
割
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
又
は
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
法
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
二
十
八
条
又
は

第
百
六
十
二
条
の
減
免
に
関
す
る
事
務
に
係
る
個
人
番
号
又
は
特
定
個
人
情
報
の
利
用
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報
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う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
歳
入
科
目
」
の
下
に
「
又
は
歳
計
外
現
金
略
科
目
（
以
下
「
歳
入
科
目
等
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
一
万
分
の
三
百
二
十
四
」
を
「
一
万
分
の
三
百
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
一
万
分
の
百
八
」
を
「
一
万
分
の
百
十
」
に
、
「
十
万
分
の
五
百
四
十
」
を
「
十
万
分
の
五

百
五
十
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
歳
入
」
の
下
に
「
又
は
歳
計
外
現
金
の
受
入
れ
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項

中
「
、
群
馬
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
、
同
条
例
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
税
又
は
同
条
例
第

二
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
狩
猟
税
」
を
「
又
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
県
税
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
調
定
」
の
下
に
「
又
は
歳
計
外
現
金
の
受
入
決
議
（
以
下
「
調
定
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、

「
納
入
通
知
書
」
の
下
に
「
又
は
公
金
振
替
依
頼
票
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四

項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
歳
入
に
」
を
「
歳
入
又
は
歳
計
外
現
金
（
以
下
「
歳
入
等
」
と
い
う
。
）

に
」
に
、
「
当
該
歳
入
」
を
「
当
該
歳
入
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
調
定
」
を
「
調
定
等
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
県
税
の
項
中
「
群
馬
県
県
税
条
例
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
群
馬
県

条
例
第
三
十
二
号
）
」
を
加
え
、
「
規
定
す
る
県
税
」
を
「
規
定
す
る
狩
猟
税
」
に
改
め
、
別
表
第

一
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

自
動
車
税
証
紙
を
も
っ
て
徴
収
す
る
歳
入
等

県
税

群
馬
県
県
税
条
例
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
（
地
方
税
法
附
則
第
二
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
の
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
含

む
。
）
及
び
種
別
割

「

「

歳
入

科
目

歳
入

科
目

等
調

定
額

調

別
記
様
式
第
三
号
中

を

に
、
「

」
を
「

」

」

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

定
等

額
細
節

又
は

歳
計

外
現

金
略

科
目

別
記
様
式
第
十
五
号
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

請
求

者
請

求
者
が

法
人

で
あ

る
場

合
は

代
表

者
が

氏
名

の
記
載

を
自

署
で

行
う

場

（

）

、
合

は
押

印
を

省
略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

、
。

２
※

印
の

部
分

は
第

１
４
条

第
３

項
た

だ
し
書

に
規

定
す

る
者

売
り

さ
ば
き

人
が

買

（

）

、
戻

し
を

請
求
す

る
場

合
に
記

入
す

る
欄

で
す
。

「

「

歳
入

科
目

歳
入

科
目

等

別
記
様
式
第
十
七
号
中

を

に
、
「

」
を

調
定

額

（

）

細
節

名
細

節
名

」

」

「

」
に
改
め
る
。

調
定

等
額附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
」
の
下
に
「
及
び
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
特
例
」
を
加

え
、
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
五
節
の
節
名
中
「
委
託
」
の
下
に
「
及
び
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
特
例
」
を
加
え
、
同

節
中
第
六
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
特
例
）

第
六
十
一
条
の
二

知
事
又
は
地
域
機
関
等
の
長
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
に
基
づ
く
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地

方
税
共
同
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。

第
九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
名
古
屋
事
務
所
」
を
削
る
。

第
百
十
四
条
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
係
る
徴
収
金

八

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
（
以
下
こ
れ
ら
を

「
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収
金
」
と
い
う
。
）

第
百
十
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
公
金
振
替
に
よ
り
繰
り
入
れ
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
既
に
物
品
管
理
者
が
供
用
（
物
品
を
そ
の
用
途
に
応
じ
て
県
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る

こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
物
品
の
同
条
に
規
定
す
る
分
類
換
に
お
い
て
は
、
消
耗
品
に

つ
い
て
は
、
消
耗
品
出
納
整
理
カ
ー
ド
へ
の
記
録
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
中
「
（
物
品
を
そ
の
用
途
に
応
じ
て
県
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
百
四
十
七
条
及
び
別
表
第
六
第
百
八
十
八
号
の
項
中
「
債
権
現
在
額
報
告
書
」
を
「
未
調
定

債
権
現
在
額
報
告
書
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
百
八
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改

債
権

現
在

額
報

告
書

未
調
定

債
権

現
在

額
報

告
書

め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第１３９号

証紙代金収納計器の指定の告示（平成３０年群馬県告示第２７９号）の一部を次のように改正し、令和元年１０

月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「第１３１条第１項」を「第１４７条の１２第１項」に改める。

表中「第４２条の６の２第２項」を「第４２条の２２第２項」に改める。

◎群馬県告示第１４０号

証紙代金収納計器取扱者の指定の告示（昭和４７年群馬県告示第６４６号）の一部を次のように改正し、令和元

年１０月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「第１３２条第１項」を「第１４７条の１５第１項」に改める。

◎群馬県告示第１４１号

個人の県民税に係る控除対象寄附金等の指定の告示（平成２０年群馬県告示第４７９号）の一部を次のように改

正し、令和元年１０月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

２の項の表前橋市の項中「平成３４年５月１５日」を「令和４年５月１５日」に、「平成３３年１１月１５日」

を「令和３年１１月１５日」に、「平成３５年７月３１日」を「令和５年７月３１日」に、「平成３４年３月１５

日」を「令和４年３月１５日」に改め、同表高崎市の項中「平成３１年６月３０日」を「令和元年６月３０日」に、

「平成３４年８月１６日」を「令和４年８月１６日」に、「平成３４年２月１５日」を「令和４年２月１５日」に、

「平成２６年１０月１日から平成３１年９月３０日まで」を「令和元年１０月１日から令和６年９月３０日まで」

に、「平成３１年７月１５日」を「令和元年７月１５日」に、

「
特定非営利活動法人BalletNoah 平成２５年５月１日から平成

３０年４月３０日まで
を

特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構 平成２９年１２月１日から平
成３４年１１月３０日まで

」
「

特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構 平成２９年１２月１日から令
和４年１１月３０日まで

に改め、同表太田
特定非営利活動法人ヘルスプロモーションセンター 令和元年１０月１日から令和
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６年９月３０日まで
」

市の項中「平成３１年１１月１５日」を「令和元年１１月１５日」に改め、同表藤岡市の項中「平成３３年８月１

５日」を「令和３年８月１５日」に改め、同表富岡市の項中「平成３１年５月３１日」を「令和元年５月３１日」

に改める。

◎群馬県告示第１４２号

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、鏑川に係る洪水浸水想定区域を指定し、指

定の区域、浸水した場合に想定される水深、浸水の継続時間並びに水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４

号）第２条第４号に規定する計画降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に

想定される水深を定めた。

その関係図面は、群馬県県土整備部河川課、群馬県高崎土木事務所、群馬県藤岡土木事務所及び群馬県富岡土木

事務所に備え置き、閲覧に供する。

なお、浸水想定区域の指定（平成２９年群馬県告示第１８６号）は廃止する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

◎群馬県告示第１４３号

群馬県景観条例（平成５年群馬県条例第３７号）第２０条第２号に規定する区域を次のとおり指定し、令和元年

１０月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

利根郡みなかみ町の全域（既に指定されている区域を除く。）

◎群馬県告示第１４４号

出納員に対する会計管理者の権限に属する事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７０号）の一部を次の

ように改正し、令和元年１０月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

６の項(1)ア中「並びに地方法人特別税」を「、地方法人特別税」に改め、「地方法人特別税徴収金」とい

う。）」の次に「並びに特別法人事業税及び特別法人事業税に係る徴収金（以下「特別法人事業税徴収金」とい

う。）」を加え、同項(1)オ中「並びに地方法人特別税徴収金」を「、地方法人特別税徴収金並びに特別法人事業

税徴収金」に改め、同項(2)ウ中「地方法人特別税徴収金」の次に「及び特別法人事業税徴収金」を加え、同項(3)

ア中「並びに地方法人特別税徴収金」を「、地方法人特別税徴収金、特別法人事業税徴収金並びに軽自動車税環境



13

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報

性能割及び軽自動車税環境性能割に係る徴収金（以下「軽自動車税環境性能割徴収金」という。）」に改め、同項

(3)オ中「並びに地方法人特別税徴収金」を「、地方法人特別税徴収金並びに特別法人事業税徴収金」に改め、同

項(4)ア中「並びに滞納処分」を「、滞納処分」に改め、「公売代金等」の次に「並びに歳計外現金（軽自動車税

環境性能割徴収金に係るものに限る。）」を加え、同項(4)ウ中「、滞納処分」を「並びに滞納処分」に改め、

「並びに地方法人特別税徴収金」を削り、同項(5)に次のように加える。

ウ 自動車税事務所における歳計外現金（地方法人特別税徴収金、特別法人事業税徴収金及び軽自動車税環境

性能割徴収金に係るものに限る。）の出納及び保管に関する事務

◎群馬県告示第１４５号

分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７１号）の一部を次のように改正し、

令和元年１０月１日から施行する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

表行政県税事務所又は自動車税事務所の項委任事務の欄１中「並びに県税徴収金及び地方法人特別税徴収金」を

「、特別法人事業税及び特別法人事業税に係る徴収金（以下「特別法人事業税徴収金」という。）並びに県税徴収

金、地方法人特別税徴収金及び特別法人事業税徴収金」に改める。

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

みどり都市計画公園の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条

第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 みどり都市計画公園 ５・４・１号 西鹿田グリーンパーク

２ 都市計画の変更年月日 令和元年９月９日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及びみどり市都市建設部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和元年９月２７日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 佐波郡玉村町大字飯倉２４１ 佐波郡玉村町大字飯倉２４１番地
有限会社アル・ハスナインモータース 取締役
モハメドサージャードウ
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２ 佐波郡玉村町大字角渕字天神５０７１－６ 佐波郡玉村町大字上茂木１２２番地８ コンフ
ォールコート２０３号
桂川将史、桂川美紀

３ 佐波郡玉村町大字角渕字稲荷４５３７－５ 埼玉県本庄市前原二丁目８番６号 ベルテＤ２
０２
田邉克実

４ 佐波郡玉村町大字角渕字天神５２５８－１ 前橋市野中町１６３番地４ メゾン・ボナール
Ⅱ２０３号
髙橋秀紀
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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
県
庁
の
項
中
「
所
長
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
県

「
所
長
（

民
セ
ン
タ
ー
の
所
長
並
び
に
群
馬
県
公
立
大
学
法
人
に
勤
務
す
る
所
長
に
限
る
。
）
」
を

主
監
（

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ
ー
の
所
長
並
び
に
群
馬
県
公
立
大
学
法
人
に
勤
務
す
る
所
長

秘
書
課
の
主
監
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

に
、
「
主
監
」
を
「
主
監
（
秘
書
課
の
主
監
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
令
和
元
年
八
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

第９７３６号令和元年９月２７日（金） 群 馬 県 報
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公安委員会規則■

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。

令和元年９月２７日

群馬県公安委員会委員長 金 子 正 元

群馬県公安委員会規則第５号

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

（群馬県情報公開条例施行規則等の一部改正）

第１条 次に掲げる規則の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(1) 群馬県情報公開条例施行規則（平成１４年群馬県公安委員会規則第５号）第６条の２第１号及び第３号

(2) 群馬県個人情報保護条例施行規則（平成１８年群馬県公安委員会規則第３号）第９条の２第１号及び第３号

（群馬県道路交通法施行細則の一部改正）

第２条 群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第４８条の６第１項中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改

め、同条第２項から第４項までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

別記様式第３の５備考中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

警察本部告示■

群馬県警察本部告示第１号

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定める。

令和元年９月２７日

群馬県警察本部長 松 坂 規 生

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示

次に掲げる告示の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

(1) 群馬県情報公開条例施行規程（平成１６年群馬県警察本部告示第１号）第７条の２第１号及び第３号

(2) 群馬県個人情報保護条例施行規程（平成１８年群馬県警察本部告示第１号）第９条の２第１号及び第３号

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和元年９月２７日

群馬県警察本部長 松 坂 規 生

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県警ヘリコプター「あかぎ」アグスタ式Ａ１０９Ｅ型の耐空証明更新整

備及び無線局（航空機局）定期検査更新整備 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 群馬県前橋
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市大手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和元年８月２１日

４ 落札者の名称及び所在地 中日本航空株式会社 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地

５ 落札金額 ３８，８８０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年７月９日

８ 契約方法 総価契約
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